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「札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱」の一部改正について 

【主な改正内容】 

○ 組織の見直しを行い、委員の委嘱を行った上で会議を運営する。また、これに合わせ文言の整理を行う。 

○ 上記に合わせ、専門部会の設置についても文言を整理する。 

○ 新たに２団体を委員として追加する。 

 

【「札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱」新旧対照表（案）】 

改正案（新） 現 行（旧） 

（設 置） 

第１条 地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進

を図るため、札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議（以下「連携推

進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 連携推進会議は、次の事項について取り組むものとする。 

 (1) 地域の保健医療福祉に関すること。 

 (2) その他連携推進会議の目的達成のため必要と認められる事項 

 

 

（組 織） 

第３条 連携推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから北海道石 

狩振興局長が委嘱する。 

 

 (1) 保健医療福祉サービスの受益者 

 (2) 保健医療福祉サービスの提供者 

（設 置） 

第１条 地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進

を図るため、札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議（以下「連携推

進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 連携推進会議は、次の事項について取り組むものとする。 

 (1) 地域の保健医療福祉に関すること。 

 (2) その他連携推進会議の目的達成のため必要と認められる事

項。 

 

（組 織） 

第３条 連携推進会議は、次に掲げる団体のうち、別表１に記載す

る団体が指定する職にある者（以下「構成員」という。）により組

織する。 

 (1) 保健医療福祉サービス受給者の属する団体 

 (2) 保健医療福祉サービス提供者の属する団体 

資料１ 
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改正案（新） 現 行（旧） 

 (3) 関係行政機関の職員 

 (4) その他必要と認められる者 

２ 委員の任期は２年以内とする。ただし、再任は妨げないものとし、 

委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期 

間とする。 

３ 連携推進会議に委員の互選により、会長を置く。 

４ 連携推進会議に副会長１名を置き、委員のうちから会長が指名

する。 

５ 会長は、連携推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。 

６ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代

理する。 

 

（会 議） 

第４条 連携推進会議は必要の都度、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて第３条に定める委員以外の者を出席させ

ることができる。 

 

（専門部会） 

第５条 連携推進会議には、専門分野を協議するための専門部会を

置くことができる。 

 (1) ５疾病対策専門部会 

 (2) 救急医療専門部会 

 (3) 歯科保健医療専門部会 

 (4) 難病対策専門部会 

 

 (3) 関係行政機関 

 (4) その他必要と認められる団体 

（新設） 

 

 

２ 連携推進会議に会長を置き、構成員の互選により定める。 

３ 連携推進会議に副会長を置き、会長が指名する。 

 

４ 会長は、連携推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代

理する。 

 

（会 議） 

第４条 連携推進会議は必要の都度、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて第３条に定める構成団体以外の者を出席

させることができる。 

 

（専門部会） 

第５条 連携推進会議には、次の専門部会を置く。 

 

(1) ５疾病対策専門部会 

 (2) 救急医療専門部会 

 (3) 歯科保健医療専門部会 

 (4) 難病対策専門部会 
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改正案（新） 現 行（旧） 

（削除） 

 

 

２ 専門部会の設置及び運営等に関する事項については、別に定め

る。 

 

（事務局） 

第６条 連携推進会議の事務局は、北海道石狩振興局保健環境部保

健行政室企画総務課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し

必要な事項は、連携推進会議に諮って定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２５年８月３０日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年９月４日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年３月１２日から施行する。 

  この要綱は、令和 ５年 月  日から施行する。 

                    

 

 

 

２ 専門部会は、構成員及び専門的知見を有し参加が必要と認めら

れる団体が指定する職にある者（以下「特別構成員」という。）を

もって組織するものとし、別表２のとおりとする。 

３ 専門部会の運営等に関する事項については、別に定める。 

 

 

（事務局） 

第６条 連携推進会議の事務局は、北海道石狩振興局保健環境部保

健行政室企画総務課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し

必要な事項は、連携推進会議に諮って定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２５年８月３０日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年９月４日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年３月１２日から施行する。 
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改正案（新） 現 行（旧） 

   

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

別表１ 

     札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議 

                     25 団体 
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改正案（新） 現 行（旧） 

   

 （削除） 
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札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱（改正案全文） 

 

（設 置） 

第１条 地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、札幌圏保
健医療福祉圏域連携推進会議（以下「連携推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 連携推進会議は、次の事項について取り組むものとする。 

 (1) 地域の保健医療福祉に関すること。 

 (2) その他連携推進会議の目的達成のため必要と認められる事項 

 

（組 織） 

第３条 連携推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから北海道石狩振興局長が委嘱する。 

 (1) 保健医療福祉サービスの受益者 

 (2) 保健医療福祉サービスの提供者 

 (3) 関係行政機関の職員 

 (4) その他必要と認められる者 

２ 委員の任期は２年以内とする。ただし、再任は妨げないものとし、委員が欠けた場合 
における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 連携推進会議に委員の互選により、会長を置く。 

４ 連携推進会議に副会長１名を置き、委員のうちから会長が指名する。 

５ 会長は、連携推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。 

６ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第４条 連携推進会議は必要の都度、会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて第３条に定める委員以外の者を出席させることができる。 

 

（専門部会） 

第５条 連携推進会議には、専門分野を協議するための専門部会を置くことができる。 

 (1) ５疾病対策専門部会 

 (2) 救急医療専門部会 

 (3) 歯科保健医療専門部会 

 (4) 難病対策専門部会 

２ 専門部会の設置及び運営等に関する事項については、別に定める。 

 

（事務局） 

第６条 連携推進会議の事務局は、北海道石狩振興局保健環境部保健行政室企画総務課に
置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し必要な事項は、連携推
進会議に諮って定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２５年８月３０日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年９月４日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年３月１２日から施行する。 

  この要綱は、令和 ５年 月  日から施行する。 
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（参考） 

札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議 

 

            26 団体 


